
第９４号議案  

 

     八王子市屋外広告物条例の一部を改正する条例設定につい      

     て 

 

 八王子市屋外広告物条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとす

る。 

 

  令和２年９月４日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市屋外広告物条例の一部を改正する条例 

 八王子市屋外広告物条例（平成２６年八王子市条例第８０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （許可の申請）  （許可の申請） 

第７条 市の区域内において、次に掲げる屋

外広告物等を表示し、又は設置しようとす

る者は、市規則で定めるところにより申請

し、市長の許可を受けなければならない。 

第７条 市の区域内において、次に掲げる屋

外広告物等を表示し、又は設置しようとす

る者は、市規則で定めるところにより申請

し、市長の許可を受けなければならない。 

 ⑴～⒄ （略）  ⑴～⒄ （略） 

 ⒅ 投影広告物  

 ２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる屋

外広告物等は、許可を受けずに表示し、又

は設置することができる。ただし、第２号

から第７号まで、第９号、第１０号、第１

２号及び第１３号に掲げる屋外広告物等に

ついては、市規則で定める基準に適合する

ものでなければならない。 

  ⑴ 他の法令の規定により表示し、又は設

置する屋外広告物等 

  ⑵ 国又は公共団体が公共的な目的で表示

し、又は設置する屋外広告物等 

  ⑶ 市長が指定する公共的な団体が公共的

な目的で表示し、又は設置する屋外広告

物等 



  ⑷ 公益を目的とした集会、行事、催物等

のために表示し、又は設置する貼り紙、

貼り札等、広告旗、立看板等、アドバル

ーン及び広告幕 

  ⑸ 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名

を表示する屋外広告物 

  ⑹ 自己の氏名、名称、店名若しくは商標

又は自己の事業若しくは営業の内容を表

示するため、自己の住所、事業所、営業

所又は作業場に表示し、又は設置する屋

外広告物等 

  ⑺ 管理者が管理上必要な事項を表示する

ため、自己の管理する土地又は物件に表

示し、又は設置する屋外広告物等 

  ⑻ 冠婚葬祭、祭礼等のために表示し、又

は設置する屋外広告物等 

  ⑼ 講演会、展覧会、音楽会等のために表

示し、又は設置する屋外広告物等 

  ⑽ 電車又は自動車の外面を利用する屋外

広告物等 

  ⑾ 人、動物、車両（電車及び自動車を除

く。）、船舶等に表示する屋外広告物 

  ⑿ 塀又は工事現場の板塀若しくはこれに

類する仮囲いに表示する屋外広告物 

  ⒀ 第１０条第１項第２号、第３号及び第

６号から第９号までに掲げる地域等以外

において、非営利の目的で表示し、又は

設置する貼り紙、貼り札等、広告旗、立

看板等、アドバルーン及び広告幕 

２ （略） ３ （略） 

３ （略） ４ （略） 

  

 （禁止区域）  （禁止区域） 

第１０条 何人も、次に掲げる地域等には、

屋外広告物等を表示し、又は設置してはな

らない。 

第１０条 市長は、次に掲げる地域等におい

て、第７条第１項及び第２１条第１項の規

定による許可をしてはならない。 

 ⑴～⑿ （略）  ⑴～⑿ （略） 

 ２ 前項の規定にかかわらず、市長は、次に

掲げる屋外広告物等について、市規則で定

める基準により、同項各号に掲げる地域等

において、許可をすることができる。 

  ⑴ 自己の氏名、名称、店名又は商標を表

示するため、自己の住所、事業所、営業

所又は作業場に表示し、又は設置する屋

外広告物等 

  ⑵ 道標、案内図板等公共的な目的で表示

し、又は設置する屋外広告物等 

  ⑶ 屋外広告物等の近隣の店舗、事務所、

工場等の案内又は誘導するための電柱、

街路灯柱等を利用して表示し、又は設置



する屋外広告物等 

  ⑷ 電車又は自動車の外面を利用する屋外

広告物等 

  ⑸ 市長が指定する専ら歩行者の一般交通

の用に供する道路の区域に表示し、又は

設置する屋外広告物等 

  ⑹ 避難標識又は案内図板等に表示し、又

は設置する屋外広告物等 

  ⑺ 前項第４号及び第５号（同項第１号か

ら第３号まで及び第６号から第１１号ま

でに掲げる地域等を除く。）並びに同項

第１２号に掲げる地域等のうち、市長が

特に指定する地域等に表示し、又は設置

する非営利目的のための広告板 

  ⑻ 都市計画法第７条第１項の規定により

定められた市街化調整区域のうち、前項

第１０号及び第１１号に掲げる用地又は

区域に表示し、又は設置する屋外広告物

等 

  ⑼ 前項第１１号に掲げる区域に表示し、

又は設置する屋外広告物等で、当該屋外

広告物等を表示し、又は設置する当該区

域の路線用地から展望できないもの（前

号に掲げるものを除く。） 

 ３ 第１項各号に掲げる地域等において、第

７条第２項各号に掲げる屋外広告物等につ

いては、同項の規定により、これを表示

し、又は設置することができる。 

  

 （禁止物件）  （禁止物件） 

第１１条 何人も、次に掲げる物件には、屋

外広告物等を表示し、又は設置してはなら

ない。 

第１１条 市長は、次に掲げる物件について

は、第７条第１項及び第２１条第１項の規

定による許可をしてはならない。ただし、

第７条第２項第１号から第８号までに規定

する屋外広告物等については、同項の規定

により、これを表示し、又は設置すること

ができる。 

 ⑴～⑻ （略）  ⑴～⑻ （略） 

２ 何人も、次に掲げる物件には、貼り紙、

貼り札等、広告旗、又は立看板等を表示

し、又は設置してはならない。 

２ 市長は、次に掲げる物件については、貼

り紙、貼り札等、広告旗、又は立看板等に

係る第７条第１項及び第２１条第１項の規

定による許可をしてはならない。ただし、

第７条第２項第１号から第８号までに規定

する屋外広告物等については、同項の規定

により、これを表示し、又は設置すること

ができる。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

  

 （適用除外）  

第１２条の２ 次に掲げる屋外広告物等は、  



第７条、第１０条及び第１１条の規定にか

かわらず、表示し、又は設置することがで

きる。ただし、第２号から第７号まで及び

第９号に掲げる屋外広告物等については、

市規則で定める基準に適合するものでなけ

ればならない。 

 ⑴ 他の法令の規定により表示し、又は設

置する屋外広告物等 

 

 ⑵ 国又は公共団体が公共的な目的で表示

し、又は設置する屋外広告物等 

 

 ⑶ 市長が指定する公共的な団体が公共的

な目的で表示し、又は設置する屋外広告

物等 

 

 ⑷ 公益を目的とした集会、行事、催物等

のために表示し、又は設置する貼り紙、

貼り札等、広告旗、立看板等、アドバル

ーン及び広告幕 

 

 ⑸ 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名

を表示する屋外広告物 

 

 ⑹ 自己の氏名、名称、店名若しくは商標

又は自己の事業若しくは営業の内容を表

示するため、自己の住所、事業所、営業

所又は作業場に表示し、又は設置する屋

外広告物等 

 

 ⑺ 管理者が管理上必要な事項を表示する

ため、自己の管理する土地又は物件に表

示し、又は設置する屋外広告物等 

 

 ⑻ 冠婚葬祭、祭礼等のために表示し、又

は設置する屋外広告物等 

 

 ⑼ 公益を目的とした行事、催物等のため

に表示する投影広告物で、公益性を有す

るもの 

 

２ 次に掲げる屋外広告物等は、第７条及び

第１０条の規定にかかわらず、表示し、又

は設置することができる。ただし、第１

号、第２号、第４号及び第５号に掲げる屋

外広告物等については、市規則で定める基

準に適合するものでなければならない。 

 

 ⑴ 講演会、展覧会、音楽会等のために表

示し、又は設置する屋外広告物等 

 

 ⑵ 電車又は自動車の外面を利用する屋外

広告物等 

 

 ⑶ 人、動物、車両（電車及び自動車を除

く。）、船舶等に表示する屋外広告物 

 

 ⑷ 塀又は工事現場の板塀若しくはこれに

類する仮囲いに表示する屋外広告物 

 

 ⑸ 第１０条第２号、第３号及び第６号か

ら第９号までに掲げる地域等以外におい

て、非営利の目的で表示し、又は設置す

る貼り紙、貼り札等、広告旗、立看板

 



等、アドバルーン及び広告幕 

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる

屋外広告物等は、市長の許可を受けたとき

は、第１０条各号に定める地域等において

も、市規則で定める基準により、表示し、

又は設置することができる。 

 

 ⑴ 自己の氏名、名称、店名又は商標を表

示するため、自己の住所、事業所、営業

所又は作業場に表示し、又は設置する屋

外広告物等 

 

 ⑵ 道標、案内図板等公共的な目的で表示

し、又は設置する屋外広告物等 

 

 ⑶ 屋外広告物等の近隣の店舗、事務所、

工場等の案内又は誘導するための電柱、

街路灯柱等を利用して表示し、又は設置

する屋外広告物等 

 

 ⑷ 電車又は自動車の外面を利用する屋外

広告物等 

 

 ⑸ 市長が指定する専ら歩行者の一般交通

の用に供する道路の区域に表示し、又は

設置する屋外広告物等 

 

 ⑹ 避難標識又は案内図板等に表示し、又

は設置する屋外広告物等 

 

 ⑺ 第１０条第４号及び第５号に掲げる区

域又は場所（同条第１号から第３号まで

及び第６号から第１１号までに掲げる地

域等を除く。）並びに同条第１２号に掲

げる地域等のうち、市長が特に指定する

地域等に表示し、又は設置する非営利目

的のための広告板 

 

 ⑻ 都市計画法第７条第１項の規定により

定められた市街化調整区域のうち、第１

０条第１０号及び第１１号に掲げる用地

又は区域に表示し、又は設置する屋外広

告物等 

 

 ⑼ 第１０条第１１号に掲げる区域に表示

し、又は設置する屋外広告物等で、当該

屋外広告物等を表示し、又は設置する当

該区域の路線用地から展望できないもの

（前号に掲げるものを除く。） 

 

  

 （表示又は設置の基準の設定）  （表示又は設置の基準の設定） 

第１３条 次に掲げる屋外広告物等につい

て、表示又は設置の場所、位置、形状、規

模、色調等の基準を市規則で定めたとき

は、当該基準によらなければならない。 

第１３条 次に掲げる屋外広告物等につい

て、表示又は設置の場所、位置、形状、規

模、色調等の基準を市規則で定めたとき

は、当該基準によらなければならない。 

 ⑴～⑾ （略）  ⑴～⑾ （略） 

 ⑿ 投影広告物   

 ⒀ （略）  ⑿ （略） 

２ （略） ２ （略） 



  

 （屋外広告物等の総表示面積の規制）  （屋外広告物等の総表示面積の規制） 

第１４条 建築物に表示し、又は設置する屋

外広告物等（屋外広告物の表示期間が７日

以内のもの及び第１２条の２第１項第９号

に該当するもので表示期間が１４日以内の

ものを除く。）の表示面積の合計は、一の

建築物の壁面面積に応じて、市規則で定め

る基準により算定した面積を超えてはなら

ない。 

第１４条 建築物に表示し、又は設置する屋

外広告物等（屋外広告物の表示期間が７日

以内のものを除く。）の表示面積の合計

は、一の建築物の壁面面積に応じて、市規

則で定める基準により算定した面積を超え

てはならない。 

  

 （告示）  （告示） 

第１７条 市長は、第１０条第１号ただし

書、第２号、第４号、第５号、第１０号た

だし書、第１１号若しくは第１２号、第１

１条第１項第８号、第１３条第２項又は前

条第２項の規定により地域等を指定し、若

しくは物件を指定したとき、又はこれらを

変更し、若しくは廃止したときは、その旨

を告示しなければならない。 

第１７条 市長は、第１０条第１項第１号た

だし書、第２号、第４号、第５号、第１０

号ただし書、第１１号若しくは第１２号、

第１１条第１項第８号、第１３条第２項又

は前条第２項の規定により地域等を指定

し、若しくは物件を指定したとき、又はこ

れらを変更し、若しくは廃止したときは、

その旨を告示しなければならない。 

  

 （屋外広告業の登録）  （屋外広告業の登録） 

第３２条 市の区域内において屋外広告業を

営もうとする者は、市長の登録を受けなけ

ればならない。ただし、投影広告物の表示

を行おうとする場合は、この限りでない。 

第３２条 市の区域内において屋外広告業を

営もうとする者は、市長の登録を受けなけ

ればならない。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

 （意見聴取）  （意見聴取） 

第４９条 市長は、次に掲げるときは、八王

子市景観審議会の意見を聴くものとする。 

第４９条 市長は、次に掲げるときは、八王

子市景観審議会の意見を聴くものとする。 

 ⑴ 第１０条第１号ただし書、第２号、第

４号、第５号、第１０号ただし書、第１

１号若しくは第１２号、第１１条第１項

第８号又は第１６条第２項の規定により

地域等を指定し、又は物件を指定しよう

とするとき、又はこれらを変更し、若し

くは廃止しようとするとき。 

 ⑴ 第１０条第１項第１号ただし書、第２

号、第４号、第５号、第１０号ただし

書、第１１号若しくは第１２号、第１１

条第１項第８号又は第１６条第２項の規

定により地域等を指定し、又は物件を指

定しようとするとき、又はこれらを変更

し、若しくは廃止しようとするとき。 

 ⑵・⑶ （略）  ⑵・⑶ （略） 

  

 （罰金）  （罰金） 

第５３条 次の各号のいずれかに該当する者

は、３０万円以下の罰金に処する。 

第５３条 次の各号のいずれかに該当する者

は、３０万円以下の罰金に処する。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 第１０条又は第１１条第１項の規定に

違反した者（第１０条各号に掲げる地域

等又は第１１条第１項各号に掲げる物件

に貼り紙、貼り札等、広告旗若しくは立

看板等を表示し、若しくは設置した者を

除く。） 

 ⑵ 第１０条第１項又は第１１条第１項の

許可を受けないで、屋外広告物等を表示

し、又は設置した者（第１０条第１項各

号に掲げる地域等又は第１１条第１項各

号に掲げる物件に貼り紙、貼り札等、広

告旗若しくは立看板等を表示し、若しく



は設置した者を除く。） 

 ⑶～⑻ （略）  ⑶～⑻ （略） 

  

 （過料）  （過料） 

第５６条 次の各号のいずれかに該当する者

は、５万円以下の過料に処する。 

第５６条 次の各号のいずれかに該当する者

は、５万円以下の過料に処する。 

 ⑴ 第１０条第１０号に掲げる用地又は区

域及び当該用地又は区域に設置された物

件に貼り紙、貼り札等、広告旗又は立看

板等を表示し、又は設置した屋外広告物

等の表示者等 

 ⑴ 第１０条第１項第１０号に掲げる用地

又は区域及び当該用地又は区域に設置さ

れた物件に貼り紙、貼り札等、広告旗又

は立看板等を表示し、又は設置した屋外

広告物等の表示者等 

 ⑵～⑷ （略）  ⑵～⑷ （略） 

  

別表第１（第８条関係） 別表第１（第８条関係） 

 広告物の種類 単位 金額（円）   広告物の種類 単位 金額（円）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 店頭装飾 同 １９，８００   店頭装飾 同 １９，８００  

 投影広告物 面積５平方メ

ートルまでご

と 

３，２２０       

  

  
   附 則 

 この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 



 


